
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５横第６４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年５月１３日 １６時４７分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区の飛
とび

島
しま

ふ頭西方沖 

 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位０１４°２,７００ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°０１.９８′ 東経１３６°４８.５２′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 MARINE
マ リ ン

 DIAMOND
ダイアモンド

（中華人民共和国香港特別行政区籍）、 

７,８２３トン 

 ９３３４９６１（ＩＭＯ番号）、TVL MARINE COMPANY LIMITED 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、船長免状（中華人民共和国発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷ビルジ外板にペイント剝離 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１７人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、船

長が操船指揮を執り、航海士が主機操縦レバー、甲板員が操舵装置に

それぞれつき、係留索を放ち、飛島ふ頭９８号岸壁（以下「本件岸

壁」という。）を離岸した。 

本船は、左舷錨を巻き上げてから後進して本件岸壁の西方に向か

い、船首が本件岸壁に向いたところで主機を止めた後、主機を前進に

かけて右舵を取り、右回頭して船首を南方へ向けた。 

本船は、右舷船首の名古屋港飛島ふ頭西灯浮標（以下「西灯浮標」

という。）の西方沖に向けて右回頭しようと主機を極微速力前進にか

け、右舵約１０°を取って航行したところ、船長が右舷側からの西風

の影響で船首方位の変化が少ないことに気付き、右舵一杯としたもの

の、平成２７年５月１３日１６時４７分ごろ西灯浮標付近の浅瀬に乗

り揚げた。 

船長は、ＧＰＳの表示で本船の速力がないことに気付き、主機を止

め、船舶代理店に乗り揚げたことを連絡した。 

 本船は、上げ潮で本船の船首が浮上し、２２時５０分ごろ自力で浅

瀬を離れた後、船内を調査して浸水がないことを確認し、四日市港に

向かった。 

本船は、その後、愛知県蒲郡市蒲郡港で船底の検査を行ったとこ

ろ、損傷が認められた。 



 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本件岸壁は、南方から出入りする水域で、本件岸壁の西方には係船

浮標５０番及び５１番があり、本件岸壁と係船浮標との間は約２５０

ｍであった。 

 海図Ｗ１０５５Ａ（名古屋港北部）によれば、飛島ふ頭と西灯浮標

との間は、水深約２ｍ以下の浅瀬が広がっており、底質は泥である。 

本船は、本事故時、軽荷状態であり、喫水が船首約４.７ｍ、船尾

約５.７ｍであった。 

船長は、約５年間の船長経験があり、名古屋港の岸壁では、水先人

を利用せずに離着岸を行っていた。 

 船長は、本事故当日に本船に乗船し、今までの操船経験からタグボ

ートなしでも右回頭できると思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、名古屋港第４区において、風力４の風が本件岸壁に向けて

吹く状況下、軽荷状態で右回頭しながら出航中、船長が、本船の操船

に慣れていなかったことから、西灯浮標付近の浅瀬に向かう態勢で右

回頭を続け、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本事故当日に本船に乗船したものの、今までの操船経験か

ら水先人やタグボートなしでも右回頭できると思い、風力４の風が吹

く状況下、舵角１０°で右回頭を始めたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、名古屋港第４区において、風力４の風が本件岸

壁に向けて吹く状況下、軽荷状態で右回頭しながら出航中、船長が、

本船の操船に慣れていなかったため、西灯浮標付近の浅瀬に向かう態

勢で右回頭を続け、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・離岸作業を行う場合は、風による圧流を考慮し、必要に応じてタ

グボートの支援を受けること。 

 


